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財政課長 谷内田修  市民税課長 船寺順治 
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（午前９時５７分 開会） 

○渡辺慎吾委員長 ただいまから、総務建

設常任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 本会議に引き続きまして、本日は総務建

設常任委員会をお持ちいただき、大変ご苦

労さまでございます。 

 本日は、過日の本会議で当委員会に付託

されました案件についてご審査をいただ

くわけですが、何とぞ慎重審査の上、ご可

決いただきますようよろしくお願い申し

上げます。 

 一旦退席させていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、三好義治

委員を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩いたします。 

（午前９時５８分 休憩） 

（午前９時５９分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 議案第３７号所管分の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 松本委員。 

○松本暁彦委員 おはようございます。 

 それでは、議案第３７号一般会計補正予

算（第１号）所管分についての質問をさせ

ていただきます。 

 まずページにつきましては、補正予算書

１０ページの１点だけです。財政調整基金

繰入金について、この２０９万６，０００

円の内容について、改めて詳細についてお

聞かせください。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 財政調整基金繰入金

についてお答えいたします。 

 今回、議案第３７号一般会計補正予算

（第１号）で計上させていただいておりま

す歳出の内容といたしましては、地中障害

物撤去補償金、それから教育センターの修

繕料、これが増額の補正となっております。

それと平成２９年度摂津市一般会計補正

予算（第８号）で計上させていただいてお

りました鳥飼北小学校の改修費用の減額

という内容になっておりますけれども、減

額補正につきましては、それぞれ対応する

特定財源がございます。それと増額の補正

のうち、地中障害物の撤去補償金５９万４，

０００円につきましても同額の特定財源

があるということで、増額補正のうち教育

センターの修繕料、この２０９万６，００

０円については特定財源がないために歳

入歳出予算と同額とすることが原則のた

め、この財源として財政調整基金を同額の

２０９万６，０００円計上させていただい

ているところです。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは２回目の質問

をさせていただきます。 

 この中身については文教上下水道常任

委員会のほうで整理されていると思いま

す。そういった意味で財政の観点から、こ

れは急遽の出費というのは多々あるかと

思いますけども、財政課としてどのように

チェックをされているのか、お聞かせくだ

さい。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 
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○谷内田財政課長 予算につきましては、

当初予算もそうですけれども、事業の必要

性、効果性そういった観点から部長査定、

市長査定をしていただいているところで

ございますけれども、補正予算に関しまし

ては、これに加えましてやはり緊急性のと

ころ、そこも含めて査定をお願いしておる

ところです。 

 今回の教育センターの修繕につきまし

ては、そういった緊急性のところを十分に

確認させていただいた上で、今回計上させ

ていただいております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 おおむね理解をいたし

ました。 

 やはり財政が厳しい中で、執行機関内に

おいてもしっかりとチェックをして、コス

ト管理もしていただければと思います。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございますか。 

 野口委員。 

○野口博委員 そうしたら、議案第３７号

一般会計補正予算（第１号）ということで

す。 

 先ほど課長のほうから、今回の補正予算

の全体の枠組みについては説明がありま

した。私からは、いわゆる基金の問題、残

高がどうかということについて、一つお尋

ねしたいと。 

 この間、市の財政運営としては、この基

金の残高をできる限り残しながら後年度

の財政運営に活用していくという基本的

立場がありますけども、この第２回定例会

時点での主要基金、財政調整基金、減債基

金、公共施設整備基金、この三つについて

どういう動きなのかということをまずご

答弁ください。 

 それで５月末で市の出納閉鎖をします

けども、決算審査は第３回定例会で決算書

を示されてから議論が始まっていきます

けども、今回の残高が最終なのかも含めて

ちょっと見込みを合わせてお尋ねしてお

きます。 

 二つ目は、８月に交付団体か不交付団体

となるかどうかの判断が下されますけど

も、５月末に出納閉鎖をしておりますので、

その辺の交付団体になるのかならないの

かという問題についての現時点で見通し

について少しお尋ねしておきます。 

 以上２点です。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それではまず基金の

残高の見込みについてお答えいたします。 

 今回補正をさせていただきまして、それ

ぞれ財政調整基金の繰入金を増額、それか

ら公共施設整備基金の繰入金を減額とい

う補正をさせていただいておりますけれ

ども、これを踏まえますと平成３０年度末

の現在高見込みといたしましては、財政調

整基金は３０億６，４００万円余りと、減

債基金につきましては４０億３，３００万

円余り、それから公共施設整備基金につい

ては４４億４，１００万円余りという見込

みになろうかと考えております。 

 平成２９年度の取り崩しの件ですけれ

ども、最終、今、会計室のほうで決算書を

作成いただいておりますけれども、財政調

整基金につきましては、最終６億５，５０

０万円の取り崩しを実行させていただい

ております。それから減債基金、公共施設

整備基金につきましては、それぞれ予算で

取り崩しの予算を計上させていただいて

おりましたけれども、この二つの基金につ

いては取り崩しがなしという形になって

おりまして、この主要３基金では６億５，
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５００万円を取り崩し、一方、積み立ての

ほうでは１億４，４００万円余りの積み立

てを行っておりますので、主要３基金とい

たしましては平成２８年度と平成２９年

度末を比べますと、約５億１，０００万円

余りの減額になると見込んでおります。 

 それから交付税の見通しに関してです

けれども、交付税につきましては毎年７月

上旬ぐらいまで算定作業に入りまして、最

終、大体７月の第４週、２５日前後に閣議

決定がされ、最終確定いたしますけれども、

現在のところ、いろいろ項目の算定、報告

をしております中で、ざっと見てみますと

やはり市税の増減がかなり大きくござい

まして、たばこ税が大きく減った関係と、

それ以外の法人市民税を初めとする増額

というのがございましたので、恐らくです

が、交付、不交付ぎりぎりのところになる

のかなと。たばこ税が大分減ったことによ

って、平成２８年度並みに戻るかなという

ふうに年度当初は考えておりましたけれ

ども、法人市民税の増収がございましたの

で、それをベースに平成３０年度算定され

るということになっておりますので、それ

を踏まえると本当にぎりぎりぐらいにな

るのかなと今のところ考えております。 

 ただし、最終補正係数等がどういうふう

な変更が加えられるのかがちょっとまだ

不明なところがございますので、また算定

結果、出次第ご報告させていただきたいと

思います。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 １点目の基金残高の状況

についてです。 

 最後のほうに平成２８年度決算で示さ

れている２年前の決算額に対してその５

億円余りの減だということなので、平成２

８年度末は１４３億円の基金がありまし

たので、大体１３８億円の平成２９年度基

金残高に現在はなるんではないかなと思

います。 

 そうしますと、平成２８年度決算状況を

見ての中期財政見通しでは平成２９年度

末は１２８億円という数字が示されてい

ます。これを差し引きますと、一昨年の決

算を受けての中期財政見通し上の基金残

高より１０億円多いわけですね。その辺の

結果についてのまとめとして、どう受けと

めているのか、ちょっとお尋ねしておきた

いと思います。 

 それと、平成３０年度末現在の時点での

見込みについても、１１５億円という数字

が示されています。これについても中期財

政見通し上は１１１億円ですので、４億円

程度多いということもありますけども、そ

の辺も含めて平成２９年度の現時点での

基金残高の見込みを合わせてどのように

評価してるのか、ちょっと聞いておきたい

と思います。 

 交付か不交付かという問題であります。

確かにたばこ税が減収になりますので、そ

のかわり法人市民税は増収ということで

微妙なとこだと思いますけども、交付にな

った場合に臨時財政対策債も市の判断で

設定できますので、市としては借金になり

ますけども、そういう点では今後いろんな

多額の費用が含まれるいろんな予算も事

業も組もうとしてますので、そういう後年

度負担だとか、単年度のお金の使い道、出

方についての平準化を図っていく点では、

一定大きな役割を示す費目だと思います

ので、その点いろいろ状況について説明が

ありましたけども、個人的には交付になっ

ていただきたいなという気持ちはありま

すけども、その辺の交付になっていろんな
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財政措置をすることについての市の財政

状況との、今後のいろんな費用負担との関

係でどういうふうに見ているのか、合わせ

て２点目としてお尋ねしておきます。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、中期財政見

通しと比較して決算見込みのところです

けれども、決算の分析につきましては今ち

ょうど作業中で、詳細につきましてはこれ

から分析していきたいと思っているとこ

ろですけれども、大まかに見ますと、やは

り市税ですね。税収が当初想定していた以

上に入ったことが一点大きい要因がある

のかなと。 

 あと個別の要因として、歳出のほうにつ

きましては、それぞれの費目をちょっと詳

細に見ていく必要があろうかと思います

けれども、生活保護費が当初予算と比べま

すと平成２９年度決算見込みではおよそ

１億円の不用額が出ていたというところ

で、扶助費の伸びが一定想定していたより

もそこまで伸びなかったのが一つあるの

かなと今のところは考えております。 

 それから、臨時財政対策債を含めて今後

の財政運営についてというところですけ

れども、委員がご指摘のとおり、臨時財政

対策債の発行につきましては、もし交付団

体になった場合、十分に検討していく必要

があると考えておりますけれども、やはり

今後の市債残高、それから基金とのバラン

スを見て発行するのかどうか、それから特

に臨時財政対策債については公的資金が

配分されることが多くございますので、そ

ういったところの金利負担も含めて全体

的に考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 そしたら一点だけですけ

ども、基金残高に対する中期財政見通し上

の絡みの話です。 

 先ほど申し上げたように、現時点での平

成３０年度の基金残高ですけども、１０億

円多く残りそうだという話であります。過

去いろんな中期財政見通しで示された数

字について、その限界性はありながらもい

ろんな議論をこの間行ってきましたけど

も、どう活用するかという点でもう少し厳

密にこの中期財政見通しに絡めてきちっ

と僕らも議論できるような、そういう分析

に基づいた数字をいただきたいと思うん

です。 

 昨年秋に示された前年の決算を受けて

のこの中期財政見通しで、１０億円違いま

したと。この間いろんな厳しい財政という

ことで、一方ではいろんな説明をされたけ

れども、結果こうなったわけであります。

そういう点ではきちんとした状態に近い

数字で議論できるように、改めて努力をお

願いしたいということを申し上げておき

ます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございますか。 

 三好義治委員。 

○三好義治委員 １点だけの質問になり

ますけども、補正予算書１０ページの市債

の補正額７，２６０万円が減額補正になっ

ております。この中身を見ますと、文教上

下水道常任委員会にかかってくる小学校

屋内運動場改修工事にかかわる地方債７，

２６０万円、全額が減額補正になっていま

すね。それも国と府の支出金も全額が減額

になっています。 

 そういったところを見まして、１５ペー

ジを見ますと教育債の当該年度中の起債

見込み額もゼロということは、この小学校

の屋内施設にかかわるもともとの当初予



- 6 - 

 

算で、国、府からの補助金と起債が認めら

れるという想定が、国、府からも認められ

なかったと。そのために全て減額補正にあ

って一般財源で行っていると見られるん

ですけども、この点はどういうふうな見込

みであって、今の経過についてお聞かせい

ただきたいのと、きょうの議案ではないん

ですけど、このページの参考資料があるん

で、改めて確認させていただきますと、先

ほど野口委員から臨時財政対策債の話も

ありましたけども、私もその他の市債の発

行が現在高９４億３，２００万円、まだ現

存として残っております。摂津市の財政状

況は、一時、特別会計も入れて１，０００

億円を超える借金を抱えていて、一般会計

も借金が４００億円超えていましたが、今

年度末で１８３億円まで減らしてきたと

いうのは非常に評価するんですが、臨時財

政対策債、これはあくまでもやはり借金な

んで、その辺の財政運営いうのは安易にや

るべきではないと思っております。 

 それと退職手当債等々というのは、平成

３０年度は１億円の市債の元金償還にな

っておって、平成３１年度になると全て償

還できると。その他の財源がここ二、三年

で何項目か償還できるなら非常に喜ばし

いことだなと思っていますけども、この部

分の見解についてもお聞かせいただきた

いと思います。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それではまず補正予

算書１０ページの教育債の減額につきま

して、ご説明申し上げます。 

 今回の教育債の減額、それからこれは公

共施設整備基金も同様の減額の理由にな

っておるんですけれども、これにつきまし

ては平成３０年度の当初予算でまずこの

鳥飼北小学校の体育館の改修工事につい

て、歳出それから歳入では国庫補助金、市

債、それから公共施設整備基金、こういっ

た内容のものを計上させていただいてお

りました。これにつきましては予算の査定

の中で国の補助金の採択の動向、これがち

ょっとぎりぎりまで採択されるかどうか

わからないということがございまして、も

し採択されるということが当初予算編成

のときにわかっておりましたら、平成２９

年度の補正予算で計上して、当初予算に計

上することは避けられたんですけれども、

どうしても査定のぎりぎりの期間まで待

っても国の補正予算の動向がはっきりし

ないということがありまして、一旦平成３

０年度の当初予算で計上させていただい

たところです。 

 その後、２月２０日に国庫補助金の採択

の内示がございまして、これにつきまして

は国の予算も平成２９年度の補正予算と

いうことで、本市といたしましても平成２

９年度の補正予算で対応する必要があっ

たため、急遽、平成２９年度一般会計補正

予算（８号）でこの鳥飼北小学校の改修工

事について計上させていただいたところ

です。 

 そのため、今の時点では平成２９年度の

補正予算、これを繰り越した予算と平成３

０年度の当初予算、これが二重計上されて

いるという状況になっておりますので、今

回平成３０年度で計上させていただいて

おりました鳥飼北小学校の改修工事にか

かる歳入歳出を減額させていただくとい

う措置をとらせていただいております。そ

のため、国の補助金が採択されなかったと

いうことはございませんので、国の補助金

とともにこの鳥飼北小学校の体育館の改

修については実施していきたいと考えて
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おります。 

 それと市債の全体のところです。その他

のところの残高、これが平成３０年度末現

在高で９４億円ということで、一般会計の

市債残高のうち半数以上占めております。

委員もご指摘いただいておりますとおり、

その他の起債につきましては減税補填債

でありますとか、臨時財政対策債、それか

ら退職手当債ということで、建設事業の財

源ではない、いわゆる赤字地方債といわれ

るものになっております。 

 財政課といたしましても、その他の地方

債残高がふえていることについては大変

懸念いたしておりまして、減税補填債それ

から臨時財政対策債につきましては、後年

度、交付税で措置がされ、返ってくる見込

みがあるところもございますけれども、や

はり今回、公会計に着手しましてバランス

シートをつくっていった中で思ったとこ

ろなんですけれども、市債については、原

則、建設事業に充てるというものが法律で

定められておりまして、この赤字地方債に

ついてはあくまでも例外という形になっ

ております。そのため、バランスシートを

見ますと債務超過に陥ることがまずない

と言われております。ただ、バランスシー

ト上、建設事業に充てるものよりもそうい

った赤字地方債がふえることによって、そ

ういった債務超過に陥ることがないとい

うふうなところが崩れる可能性があると

いうことで、私どもといたしましても、こ

ういった赤字地方債がふえることについ

ては注視していかないといけないと考え

ております。 

 総務省のほうからも、地方公会計でバラ

ンスシートをつくるときにはそういった

赤字地方債、今後の交付税で見られますと

いう注記を入れる必要があるとか、そうい

ったことも助言いただいておりますけれ

ども、全体の地方債の構成の中を見ていく

ときには、委員がご指摘のとおり、赤字地

方債がふえてることについては一定注視

していく必要があると考えております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時２２分 休憩） 

（午前１０時２４分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 議案第５２号の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 井口部長。 

○井口総務部長 それでは補足説明をさ

せていただきます。 

 議案第５２号、摂津市税条例の一部を改

正する条例制定の件につきまして、補足説

明をいたします。議案参考資料、議案第５

２号の新旧対照表もあわせてご参照願い

ます。 

 本件は、生産性向上特別措置法の施行に

伴い、中小企業の設備投資を支援する措置

として、固定資産税の特例措置を講じるも

のでございます。 

 具体的には、市町村の策定いたしました

導入促進基本計画に適合し、かつ年平均

３％以上の労働生産性向上を見込む、先端

設備等導入計画の認定を受けた中小企業

の機械・装置等に対して、市町村が条例に

おいて固定資産税の課税標準の特例率を

最初の３年間、ゼロ以上２分の１以下に定

めるものでございます。 

 本市におきましては、中小企業に対する
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支援の充実及び地域産業の活性化の観点

から、新たに導入促進基本計画を作成いた

しますとともに、固定資産税の課税標準の

特例率をゼロと定め、平成３２年度までに

取得された償却資産にかかる固定資産税

を最初の３年間ゼロにするものでござい

ます。 

 なお、この条例は公布の日からの施行と

いたしております。 

 以上、議案第５２号、摂津市税条例の一

部を改正する条例制定の件の補足説明と

させていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 野口委員。 

○野口博委員 本議案については、今説明

があったように生産性向上特別措置法に

基づいて、そうした条件のもとで進めた企

業に対して固定資産税の課税標準の特例

措置を行うという内容であります。 

 少し一つは確認の意味で、３年間、固定

資産税をゼロにすると、国のこの課税標準

の特例措置の範囲となるゼロから２分の

１に対して、摂津市はゼロにするという内

容でありますけども、例えば平成３０年に

機械装置を買った場合、固定資産税の減免

がどうなのかという、ちょっとわかりやす

く説明していただきたいと。 

 数字を見ていますと、この対象となる中

小企業について、いろんな条件があります。

最終的にはこの先端設備等導入計画の認

定を受けたという企業になりますけども、

その前提として資本金額１億円以下の法

人、従業員が１，０００人以下の個人事業

者等ということになっていますので、そう

した場合に法人の第１号法人から第４号

法人までが対象になり、約２，８００事業

所が摂津市あります。これがその企業の判

断によって、もし参入しようとした場合に、

ある意味では固定資産税の課税標準の特

例措置になりますので、いいのかなと思い

ますけども、判断材料を提供する意味では、

この制度の周知をまず自治体としてちゃ

んとやることが大事だと思いますけども、

その点のこの制度そのものの周知につい

て、どういうことを行っていくのか。これ

二つ目ですね。 

 それと、約２，８００の事業所が対象に

なりますけども、その中で今この摂津市の

担当として、この制度を利用する見込みに

ついて大体どのくらい見ているのか。その

辺の見込み数もちょっと合わせてお示し

ください。 

 以上、３点。 

○渡辺慎吾委員長 中西部参事。 

○中西総務部参事 それでは、三つの質問

に対してお答えさせていただきます。 

 まず１点目。平成３０年に購入された資

産の課税はどうなるのかということです

けども、当然平成３０年新規取得されたと

いうことは、翌年度から課税になりますの

で、平成３１年度課税から３年間、ですか

ら平成３１年度、平成３２年度、平成３３

年度の３年間が特例適用の対象になって

くるという形になります。 

 次に、２点目ですけども、制度の周知と

いうことですけども、制度の周知に関しま

しては、この導入促進基本計画のほうを産

業振興課のほうで策定してるんですけど

も、こちらのほう、また民生常任委員協議

会がございますけども、その後、産業振興

課のほうでホームページ等によりＰＲし

ていくと聞いております。 

 固定資産税のほうも、わがまち特例等と

あわせた中で、またホームページのほうに

は掲載していきたいと考えております。 



- 9 - 

 

 そして３点目の約２，８００ある事業所

のうちのどの程度の企業がこれに参画し

てくるかということなんですけども、正直

言わせてもらって、今の段階では全く不透

明な状態であるのが事実でございます。平

成２８年度に同じように中小企業を対象

に導入されました経営力向上に関する特

例措置ですね、そのときが２分の１の特例

というのがございましたけども、そのとき

でも同じ２，８００者のうち参入されたの

は非常に少なかった状態、２５者ほどの参

入となっておりましたので、今回、これが

特例措置がゼロとなりますけども、それが

企業の収益の部分というか、現在の状況と

どれだけ合致してくるのか。企業によって

違いが出てくると思いますので不透明な

状態だという形で、ちょっと正確な数とし

てはつかめておりません。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 摂津市は中小企業向けの

融資に力を入れておりますけれども、今、

行政側の進め方として導入促進基本計画

のアクションプランを策定し、状況に応じ

た市としての支援策を進めていこうとい

う、そういう取り組みになっていますので、

ちょっと今の答弁ではわからないけど、ホ

ームページでご紹介するだけでなくて、積

極的に事業者に制度のご案内をしていた

だいて、後は選択していただくという、材

料はちゃんと提供するという努力は最低

しながら、きちっと対応をお願いしておき

たいと思います。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございません

か。 

 三好義治委員。 

○三好義治委員 野口委員が質問してい

ただきましたので、そんなにはないんです

が、この導入促進基本計画に基づいて、固

定資産税の中でも償却資産が対象という

ことで機械を購入したときの法定耐用年

数を定められて、その当初の３か年がゼロ

になるというのが今回の条例改正という

ことですね。 

 参考までに、例えば１，０００万円の機

械設備を購入して、耐用年数が１０年だと

します。機械によって税額が変わってくる

と思いますけど、参考までに１，０００万

円の機械設備を購入したときに、事業者は

その３か年、要は１０年間で割ったら、例

えば税額が１００万円としたら、１０年や

から年間１０万円ずつぐらいの部分で１

０年間ということになりますけど、知りた

いのは１，０００万円ぐらいの機械を買っ

たときの、要は固定資産税、耐用年数が１

０年としたときに、設備によって変わるけ

ど、一概になかなか言えない部分があるか

もわかりませんが、どれぐらい事業者にメ

リットが出てくるのかということをお聞

かせいただきたいと思います。 

 それと、常に予算審査や決算審査でも申

し上げておりますけど、なかなか償却資産、

要は機械設備を購入したときには申告制

なのでなかなか行政側としては把握がし

切れなかったという過去の事例があるん

ですけども、現状、機械設備を購入したと

きへの行政の対応、さらに、こういった課

税標準の特例措置を行いますというたと

きに、その手続関係も含めて、どんな流れ

になるのか教えていただきたいなと。 

 冒頭申し上げて今ちょっと資料とりに

行ってるかもわかりませんけど、具体的に

もうわからなかったら結構ですが、わかる

範囲でいいので。要は機械設備で１基設置

したら、過去の凡例としてどれぐらいの償
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却資産、要は耐用年数が１０年とか１５年

でどれぐらいの固定資産税が発生してい

るか。日常業務やからほぼわかるのではな

いかなと思って質問してるんですけど、そ

れが事業者がどれぐらいのメリットが出

てくるんかというようなことを教えてい

ただきたいというふうに思います。 

○渡辺慎吾委員長 三好義治委員、ちょっ

と民間の企業の想定というのは、なかなか

できんかもしれませんけど、答えられる範

囲ということで。 

 中西部参事。 

○中西総務部参事 まず１点目の１，００

０万円の機械を購入されたときの耐用年

数が１０年で税額がどれぐらいになるか

というのは、機械の種類によって違うとい

うことはございません。１，０００万円に

対して耐用年数が１０年であれば、減価償

却率は幾らというのは決まっていますの

で、機械の種別に関係なく税額は一緒にな

ります。 

 税額の関係ですけども、１，０００万円

の機械を購入して、耐用年数１０年という

ことで税額計算しますと、１年目が１２万

５，０００円程度の税額になります。 

 そして２点目の申告の件ですけども、新

たにその機械等申告された場合、今まで委

員会等でもお答えさせていただいたよう

に、税務署での調査等は引き続き実施させ

ていただいておるんですけども、今年度ま

た新たな試みとしまして、大阪府の協力を

得ながら、保健所のほうに営業届とか出さ

れる企業等もございますので、そういうと

ころにも調査に入らせていただくという

ことで、今ちょうどその手続で大阪府であ

ったり保健所のほうにその依頼文書を送

らせていただいてるところでございまし

て、近々保健所のほうに出向きまして、そ

の調査をして、新たな資産がないかどうか

というのをつかみたいと考えております。 

 それとあと申告の流れ、手続の流れです

けども、当然、今回のこの特例につきまし

ては、まず企業のほうから、商工会である

とか金融機関であるとか、一定の国のほう

で決まっております経営革新等支援機関

というのが定められたのがございますの

で、そちらのほうといろいろ相談された中

で企業のほうのこの先端設備等導入計画

を立てられます。それをもって市の産業振

興課のほうに申請をされ、市のほうで策定

いたしました導入促進基本計画、それと内

容が合致しているというものにつきまし

て、そのうちこの特例の資産一覧、それに

該当する資産に対し新たに、固定資産税の

償却資産申告を出すときに、その証明書と

ともに出していただくと。そして、特例を

適用して、減税の計算をするというような

流れになっております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 三好義治委員。 

○三好義治委員 こういった中小企業支

援施策、これは産業振興関係ですから、こ

れ以上はもう踏み込みませんけど、やはり

１，０００万円で年間１２万５，０００円

の減額、これ国の制度でそのようになって

るんやけども、中小企業を促進していくん

やったら、また新たに行政として何かでき

ることあれば、この条例と並行しながら、

税の減免措置とか据え置きとかいうこと

も考慮されたらどうかなと一方では思っ

ております。 

 もう一方で危惧するのが、この償却資産、

要は機械の設備で固定資産税が発生する

のは、やはり申告制なので、従来まで申告

してないところがまた水面下で判明して

きたときの税の対応についても今後慎重
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に考えていかなければならない案件だと

思いますので、できるだけこの制度が使え

るようなことを考えていただくことを要

望しておきます。 

以上です。 

○渡辺慎吾委員長 中西部参事。 

○中西総務部参事 行政としての中小企

業の支援ということですけども、市ではな

いですけども、今回のこの改革の分につき

まして、大阪府とか国のほうから補助金制

度というのも新たに設けられておりまし

て、今回のこの特例を設定するということ

によりまして、国のものづくり補助金、そ

れの優先採択を受けられるというような

制度もございます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 三好義治委員。 

○三好義治委員 なかなか１，０００万円

の機械設備を新規で購入するようなとこ

ろも少ないかもわかりませんけど、できる

だけ支援をしていただいて、中小企業のま

ちであるし、ものづくり産業も８３０者あ

るまちですから、できるだけそういった促

進もしていただきたいと思います。 

 ここでは言えないけども、やはり産業振

興関係では中小企業振興条例たるものを

つくりながらこういったこともＰＲした

らどうですかということも考えておりま

す。税と一体となって中小企業の振興に努

めていただくようお願い申し上げて、質問

を終わります。 

○渡辺慎吾委員長 ほかに質問ございま

すか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時４１分 休憩） 

（午前１０時４２分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開いたします。 

 議案第４３号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 質疑なしと認め、質疑

を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４３分 休憩） 

（午前１０時４４分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 議案第４７号の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 土井建設部長。 

○土井建設部長 それでは、議案第４７号、

摂津市立自動車駐車場条例の一部を改正

する条例制定の件につきまして、補足説明

をさせていただきます。議案参考資料、条

例関係の４９ページから５５ページもあ

わせてご参照願います。 

 本件は、摂津市立自動車駐車場の指定管

理者を平成３１年４月に再指定するに当

たり、指定管理者導入に関する指針に基づ

き利用料金制度を導入し、利用料金を指定

管理者の収入とさせるため、本条例を制定

するものであります。 

 改正の主な内容といたしましては、第４

条の供用日等につきましては指定管理者

があらかじめ市長の承認を得て定めるも

のとしており、「駐車場の供用日は１月１

日から１２月３１日までとし、供用時間を

午前０時から午後１２時までとする。」と

しております。 

 第６条の利用料金につきましては、「利

用料金は、別表に定める額の範囲内におい

て指定管理者があらかじめ市長の承認を

得て定めるもの」としており、また「利用
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料金を当該指定管理者の収入として収受

させる」ものとしております。 

 なお、別表につきましては上限額のみの

記載となり、障害者に対する利用料金が削

除となっておりますが、第７条に、「指定

管理者は、規則で定める基準に従い利用料

金を減額し、又は免除することができる。」

と記載しておりますことから、今後、変更

を予定しております施行規則に現行条例

と同様の減免内容を記載してまいります。 

 第９条につきましては、「偽りその他不

正行為により利用料金の支払を免れた者

があるときは、その者からその免れた額の

ほか、その免れた額の２倍に相当する額を

割増金として徴収することができる。」旨

を追加しております。 

 以上、摂津市立自動車駐車場条例の一部

を改正する条例制定の件の補足説明とさ

せていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは質問させてい

ただきます。 

 本条例制定の経緯について、詳細にお聞

かせください。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、松本委員

の経緯の詳細についてのご質問にお答え

させていただきます。 

 本条例は、平成１５年に地方自治法が改

正されまして、公の施設の管理運営につい

て、受託主体が公的団体が出資する法人等

に限定されていた従来の管理委託制度か

ら、出資法人以外の民間事業者まで範囲を

広げた指定管理者制度に移行されており

ます。 

 それにより、本市では平成１６年、指定

管理者制度導入に関する指針を策定、その

後も指針の改定を繰り返しまして、平成２

５年３月に新たな第２次改訂版の指針を

策定されております。それに基づいて平成

２６年度から公募により決定した管理者

が管理しているところでございます。 

 今年度でその指定管理者が５年目を迎

えるということで、今年度、再度指定管理

者を募集する時期であります。 

 今回の募集につきましては、従来の使用

料制度から、利用料金制度と申しまして使

用料につきましては民間のほうへお渡し

する、その中で管理運営していただくとい

う内容の制度でございます。これは地方自

治法第２４４条の規定に基づきまして指

定管理者が施設の使用にかかる料金を収

入として管理運営できる制度でありまし

て、全国的に採用施設は増加しており、駐

車場施設のような収益物件につきまして

は利用料金制度を採用するケースがふえ

ているような次第でございます。 

 本市においても利用料金制度を採用し

まして、指定管理者の自主的な経営努力を

発揮し、より効率的、効果的な管理及びサ

ービス提供を行うことができるという利

点があることから、利用料金制度導入に伴

う条例改正を実施してまいりたいと考え

ておる次第でございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 ありがとうございます。 

 本条例の制定に当たって、使用料から利

用料へ変更するということで、その効果に

ついてですけども、より具体的に市の観点、

そして市民、利用者の観点から、どうお考

えかをお聞かせください。 

 以上です。 
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○渡辺慎吾委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、この制度

に伴って市民の観点、行政の観点からの効

果についてお答えさせていただきます。 

 まず行政側のほうの観点からいきます

と、利用料金制度のメリットとしましては、

指定管理者は利用者の増による収入増を

目指しますので、積極的な経営努力による

サービスの改善が図られるものと考えて

おり、より駐車場管理運営の効率化及び利

用者ニーズに柔軟な対応が期待できる点

でございます。 

 また、市民側からしますと、利用料金制

度となることで、指定管理者による管理運

営となることから、指定管理者の権限で進

めることができる業務が増加し、円滑な業

務を進めることが可能となります。 

 例えを申しますと、定期利用者の途中解

約が発生した場合、現在は指定管理者が返

金手続用紙に契約者名あるいは確認する

書面、あと振込口座など、それを記載して、

それを市へ提出となります。公金でござい

ますので、市から還付等の業務手続を行っ

て直接振り込むということで、かなり時間

を要するような業務が発生いたします。と

ころが利用料金制度で、指定管理者側の管

理運営収益の中でその返還手続というの

が、これは指定管理者の業務のやり方には

なりますが、その場での手渡しの返金も可

能になるかなと思います。よって返金手続

に要する時間というのは、利用者側からし

ても短縮が図られるのかなと。またそれに

伴って指定管理者及び行政側の業務負担

の軽減も図られるかなというところがご

ざいます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 ありがとうございます。

それぞれにとって適切な効果が予測され

ると理解をいたしました。ぜひ、実際の運

用に当たって、先ほど今説明された効果を

実現できるよう、実施することを要望いた

します。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございません

か。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 それでは、一点お聞きし

たいと思います。 

 この指定管理者制度で駐車場の料金収

入、これというのは市の大切な財産だと思

います。根本的なことをちょっとお聞かせ

いただきたいんですけれども、例えば摂津

市立小川自動車駐車場、２４時間以内だっ

たら上限額が６００円とかとありますけ

れども、この６００円のお金の設定の仕方、

その周りの状況を判断して設定している

のかわかりませんけれども、この料金の決

め方、どういうルールで、市はどこまで関

与してるのか、教えていただけますでしょ

うか。 

○渡辺慎吾委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは小川駐車

場の料金６００円の決め方についてのご

質問にお答えさせていただきます。 

 今回、条例の中では料金設定を従来の改

正前と変更せず、そのままスライドした料

金設定にしておりまして、これは上限額を

設けております。小川駐車場に関しまして

は、現在、所管は道路交通課ではありませ

んので料金設定についてははっきりとし

た理由はちょっとわかりかねるところで

ありまして、今回の条例では従来の料金を

そのままスライドさせているような状況

でございます。 

 以上でございます。 
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○渡辺慎吾委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 ありがとうございます。 

 いや、私の質問の仕方も下手だったかも

しれませんけど、小川駐車場というのはあ

くまでそれを取り上げただけで、例えば小

川駐車場の近くにも民間の駐車場が多々

あると思います。この小川駐車場の利用率

というのはわかりませんけれども、例えば

５００円にすることによって利用率が上

がって全体で入ってくるお金がふえれば、

それは当然市にとってプラスになると思

います。そのような民間の発想、これを例

えば極端に半分の料金にして、とにかく１

００％の利用率を見込もうとかという、例

えばそういうことがあれば、それは指定管

理者のほうでやるのか、行政側がそういう

ふうに言えるのか、逆にそういう民間の発

想はちゃんと取り入れているのかという

ことをちょっとお聞きしたいなと思って

いますので、お答えいただけますでしょう

か。 

○渡辺慎吾委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それではご質問に

お答えします。 

 まず料金設定につきましては、周辺の民

間の駐車場の料金設定というのが一つの

条件、金額を決める根拠になろうかと思い

ます。ただ、民間のほうにつきましては、

やはり行政の施設でして、行政の施設が民

間の施設を圧迫するということも考えた

料金設定をしていきたいなと考えており

ます。 

 今させていただいているのは、上限額を

設定させていただいて、その中で周辺の駐

車場の民間の料金とを考えながら指定管

理者のほうが弾力的に料金設定をしてく

るのではないかなと、そう考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 ありがとうございます。

今、答弁の中で、民間と余り競合しないよ

うにというか、圧迫しないようにという言

葉が本当に適切かどうか私はわかりませ

んけれども、やはりこういうふうに市が指

定管理者として指定してますが、結局は市

の財産ということを考えて、どうしたら市

が潤うのか。そういうことを前向きにこれ

からも考えていってほしいと思います。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 ほかに質問ございま

せんか。 

 野口委員。 

○野口博委員 最初に部長から説明があ

りましたけども、減免についてちょっと確

認の意味でお尋ねします。 

 条例上は、今回は一部改正ということで

条例が出ました、規則で定めるということ

で細かいやつをね、そういう説明で条例が

つくられていますけども、今議会には新規

に山田川運動公園が指定管理者制度を導

入するということで、条例と規則をセット

で提出されてます。 

 基本的な問題ですけども、議案の出し方

について、本来どうあるべきかということ

についてですけども、従来どおり障害者の

問題とか途中の解約の問題についても同

じだということで、今後は規則で定めると

いう説明なんですけども、僕らからすれば、

例えば条例を審査してるんだから、そうい

う説明があったとしても、同じ規則があっ

て、規則でこうなりますよというのがあっ

て、それで審査をするのが普通だと思うん

ですけども、その辺の新しい制度改正のと

き、一部改正のときの、それぞれの条例と

それを賄う規則などの関係について、本来

どうあるべきかということについて、どな
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たかご答弁いただきたいと。 

 それと二つ目、これ施行が来年４月であ

ります。これから業者選定をしていきます

けども、この規則の改正時期について、今

どう見ているのか。時期についてお尋ねし

ます。 

 三つ目は、先ほど説明があった流れの中

で数年前に指定管理者制度が導入されま

したけども、その施設のいろんな設備に対

して、料金制度に変わった場合に、同じか

もわかりませんけども、次の議案第４８号

やったら自転車ですからラックがありま

す。ラックが傷みましたと。耐用年数との

関係で、設備について、今の指定管理者委

託制度と料金制度に変更する中で、設備の

改善補修費用について、どういう関係性に

なっていくのか。ちょっと改めてお尋ねし

ます。 

 四つ目は細かいことで申しわけないん

ですけども、先日、これは摂津都市開発株

式会社が管理していますが、香露園の踏切

のところに駐輪場があります。今議案は駐

車場ですけども。あそこである方が自転車

を預けました。その後、自転車を出すとき

に５００円間違って入れたんです。何か操

作を間違って、おつりが出てこないため、

コールセンターへ電話をかけて話したら、

返せませんという言葉が返ってきて、その

方は承服できないのでずっと電話で話を

したら、そしたら結果としては数日後に連

絡した後、定額小為替を郵送してきて、そ

れをもって本人は郵便局へ行って、５００

円返してもらったわけです。現場のほうで

は再度やり直して１００円入れたんです

けども。こういう細かいことでありますけ

ども、先ほど説明があった柔軟な対応がで

きるという話でありますが、柔軟な対応す

る場面がいろいろありますので、それが先

ほど解約の問題について具体的にスムー

ズに対応しますと説明がありましたけど

も、全面的に柔軟な対応が、現状と比較し

て、どうにもならない点もあろうかと思い

ますけども、その柔軟な対応、スムーズな

対応の利用者にとってのメリットですね、

何かあれば、説明していただきたいと。 

 以上４点です。 

○渡辺慎吾委員長 副市長。 

○奥村副市長 それでは、野口委員の一つ

目のご質問に私のほうからご答弁させて

いただきます。条例、施行規則につきまし

て、私のほうから答弁させていただきます。 

 今回の条例改正で誤解を招いたことを、

まずおわび申し上げたいと思います。 

 条例や施行規則につきましては、法規担

当とそれから原課が時間をかけてすり合

わせをしておりますが、文章表現あるいは

条文構成に微妙にそれぞれの担当者の個

性とか文章のセンスが出てまいります。こ

のようなことから、条文に誤謬がなくても、

個々の条例構成の統一性に欠けることも

出てまいります。そこで法規担当におきま

しては、条例改正の折には再度見直しをす

るなどして、統一性をもたすため、条例か

ら施行規則へ移しかえも当然出てまいり

ます。今回の議案についても同様の処置を

することとしております。 

 条例は、骨格部分を規定し、それから施

行規則は条例を補足し、施行するための必

要な細則、それから委任事項などを定めた

ものでございます。過去には新規の条例に

は参考資料として施行規則も提出させて

いただいておりますが、条例の一部改正に

はそれはなされておりません。法規担当と

いたしましては、施行規則にやはり時間を

かけて作成したいということもあります

ので、同時に提案できるかどうか、担当課
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には検討させていきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、野口委員

の質問にお答えさせていただきます。 

 まず初めに施行規則の改正時期の内容

であったかと思いますが、本条例の承認後、

速やかに施行規則のほうは整備して改正

していきたいと考えております。条例と規

則をあわせて平成３１年４月からの運用

とさせていただきたいと考えております。 

 それから、設備の改修、補修費の指定管

理者との関連といいますか、取り組みにつ

いてのご質問でございますが、今年度、公

募に当たる指定管理者の選定作業に入っ

ていく中で、募集要項等も同時に作成して

いるところでございます。改修、補修につ

きましては、市の責任あるいは指定管理者

の責任分けを金額で提示していこうと思

っておりまして、今考えている案でいきま

すと、３０万円未満につきましては指定管

理者のほうによる修繕、改修作業について、

３０万円以上の費用につきましては行政

側の負担で改修するというような形で今

検討しているところでございます。 

 それから、例に出されたところは摂津都

市開発株式会社の施設かなと思いますが、

今回の柔軟な対応の中では、既に５年、今

の指定管理者のほうで公募によって選定

した際には機械式の自転車駐車場に切り

かえるなどしておりまして、電話によって

コールセンターのほうに通知が行きまし

て、そこから警備会社のほうに連絡がいっ

て、現場での対応とか苦情だとかの対応を

しておる次第です。 

 今後も提案の内容によっては機械化が

進めば、そういった施設がふえていって、

より柔軟な、早期な対応が可能になってい

くかとは思っております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 そうしましたら、今回みた

いに一部改正であっても、例えば６月です

けども、７月１日とか、議会終了後とか、

そういう期間がなければ、その期間がない

間にそういう減免とか、事が発生した場合

にどう対応するのかという問題もあるの

で、今後は検討とおっしゃったけども、や

はり条例改正のところで、条例だけで済む

場合と、規則などが必要なときがあります

けども、そういうセットもんでちゃんと提

出する努力をしていただいて、よろしく対

応をお願いしておきたいと思います。 

 それで、自動車駐車場もそうであります

けども、いわゆる冒頭申し上げた指定管理

者制度と、その中のいわゆる摂津都市開発

株式会社の経営も考えながら、幾つかのも

のについて摂津都市開発株式会社に頼ん

で、そこでまたシルバー人材センターに頼

んで、業者に頼んでという、そういう部分

もありますけども、この縛りが料金制度の

対象範囲が今回入っていません。摂津都市

開発株式会社についてですね。これの関係

はどう整理されるのか、ちょっと聞いてお

きます。 

 もう一点、今の指定管理者制度の導入の

中で、ある置き場でシルバー人材センター

へ委託をされてます。今後民間にこの料金

制度で頑張ってほしいということで動い

ていきますけども、企業側として経費の削

減もありますけども、その考え方のもとに、

働いている方々が一、二年先には要らない

と、機械警備になった場合に仕事がなくな

るわけですね。そういう場合もありますの

で、そういう問題について今働いている
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方々が料金制度でちゃんと賄ってやって

くださいよと。経営の側がいろんな戦略を

とって、機械警備に全部移した場合に、も

う人要らんわけですね。そういうケースも

ある中で、働いている方々が大変心配され

ている部分もあるので、その点は今の時点

ではどうなのかということをちょっと聞

いておきたいと思います。 

 あとは設備の責任範囲の問題について、

３０万円未満は企業側、３０万円以上は行

政が持つという話でありますけども、その

金額の範囲でそういう判断をするのか、設

備の中で普通だったら基幹的な設備につ

いては当然設置者が面倒みるべきだと思

いますけども、その辺の３０万円と決めよ

うとしているその理由ですね、ちょっと説

明いただければと思います。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、野口委員

の３点の質問にお答えさせていただきま

す。 

 まず、摂津都市開発株式会社の分が含ま

れてないのではないかというご質問であ

ったかと思いますが、摂津都市開発株式会

社が現在管理しているフォルテ摂津の部

分につきましても、この条例の中に入って

おりますので、含まれているという解釈で

いただいていいのかなと考えております。 

 また、シルバー人材センターの仕事がな

くなるというようなお話ではございます

が、現在も指定管理者で民間の委託をして

おります。その中では、５年前のときなん

ですが、確かにシルバー人材センターの仕

事がなくなるというお話がございまして、

そこも含めて摂津市在住で高齢者の方を

雇用するというような募集要項を設けま

して、機械化になった分、やはり人員は減

ってはおるんですけども、まず優先順位と

しては市内の高齢者を雇用するという形

で、実際にシルバー人材センターの方が正

規職員で雇用されているというようなケ

ースにもなっておりますので、引き続き今

年度募集するに当たっては、同じような条

件は設けていきたいなと考えております。 

 それから、設備に関する責任の３０万円

の理由につきましてですが、やはり一定何

かしらラインを決めないといけないと思

っております。民間への負担も考える中で、

設備の改修の金額も考えますと、今３０万

円が妥当ではないかなと考えておりまし

て、ただ、指定管理者のほうが経営上３０

万円以上の修繕であったとしても指定管

理者のほうがするというんであれば、それ

は協議に基づいて決めていきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 最後に、現状と今後の問題

について、いろんなやり方で今自動車駐車

場、次の議案の自転車駐車場があります。

時間帯とか場所によって、大変混んでまし

て、満車というところもあります。一方、

フォルテ摂津の地下については、ご存じの

とおり自動車部分はあいてますと。いろん

な状態がありますけども、市の担当として

現状、自転車が満杯であって、そういう状

況を捉えて、今後市全体の自動車そして自

転車の駐車問題に対して、どういうふうに

しようとしているのかという、そういう問

題について現状どう考えているのか、ちょ

っとこの機会に聞いておきたいと思いま

す。 

○渡辺慎吾委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、市全体の

駐車の問題についてでございますが、委員
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ご指摘のように、フォルテ摂津であれば自

動車部分があいてるような状況というの

は、それは担当課のほうとしても把握して

おります。何かしら配分も考えて、利用率、

収入増も考えてはおるんですが、なかなか

やはり構造的な問題等がございまして、解

消には至ってないところではございます

が、今後、この利用料金制度、平成３１年

度からの再指定管理者の選定に当たりま

しては、民間の経営努力が発揮できるよう

な制度になりますので、その施設の利用に

対する運営のあり方について、いろいろ提

案をいただいた中で、より充実した施設に

変えていきたいという思いではあります。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 では最後にしますけども、

いろいろ民間のほうで、受けた企業側で、

いろんな計画を出した場合に、最終的には

市の承認をいただいて、その内容で進めて

いくことになりますけども、企業としては

当然利益を生んでいくことが大事であり

ますから、そういう点でいろんな問題が出

てるかと思いますけども、常に利用者にと

ってメリットになるのかどうかという問

題と、いわゆるスムーズな対応がより進ん

でいくのかという問題を、判断基準として、

ぜひお願いしたいと。 

 それと５年前の話がありましたけども、

やはり働いている皆さん、シルバー人材セ

ンターの方々、いろんな状況もありますけ

ども、ご苦労いただいて、仕事をしていた

だいております。やはり機械化によってそ

の範囲が狭くなってくるだろうと僕は見

ておりますけども、その問題だけでこの雇

用の問題は解決できない面もあろうかと

思いますけども、ちょっとそういうことの

限界も見ながら、ぜひきちっと対応をして

いただきたいということをちょっとお願

いして終わります。 

○渡辺慎吾委員長 三好義治委員。 

○三好義治委員 私のほうから基本的な

点について、まず聞いていきたいと思うん

ですけども、現状での指定管理者制度につ

きましては、摂津市から委託をされて、そ

れから現行の名前でいうと使用料金を徴

収した中で摂津市に収納されてるという

のが現状ですね。決算状況で過去をひもと

いてみますと、まず相当収益が上がってき

てるんですが、今回の条例に関しては、こ

の点について民間に全て任せるとなれば、

これまで入ってきた収入が摂津市には入

ってこない状況になるのか、それとも一定

額、条件つきで収益分を摂津市に納入させ

るのか。この点についてお聞かせいただき

たいと思います。 

 今回のこの条例改正につきましては、全

ての駐車場が年間３６５日２４時間体制

で運用されるというのは非常に評価でき

る条例改正になってるんではないかなと

いうように思っております。それぞれ条文

で改正点がある点について、今から少し細

かく聞いていきたいと思いますけども、今

回の条例の改正の中で、根本的には、条例

が改正されて次に規則に定められるとい

う部分につきましては、私も先ほど野口委

員が申し上げてるように、規則も事前に提

示していただいたら非常に参考資料とし

て審査ができるという思いは変わってお

りません。そういったことを踏まえて、ま

ず指定管理者が行う業務で、私は現行の規

則も比較しながら質問をさせていただき

たいと思います。 

 まず、現行の条例の第３条第２項で、駐

車場の施設及び設備の維持管理に関する

業務についてですが、この条例は変更され
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ておりませんが、先ほどの質問でもありま

したように、簡易な修理、３０万円未満に

ついては指定管理者、それ以上の部分につ

いては行政が行っていくという、この取り

決めについては先ほどのご答弁ですと、指

定管理者選考に対する要綱の中で定めて

いくと言われておりますが、駐車場で軽微

な修理、３０万円未満いうのは具体的にい

うたらどんな感じになるんか、ちょっとイ

メージがわかないんですけども、この点に

ついてお聞かせいただきたいと思います。

機械式のところで結構でございます。 

 それから今回の条例で、現行の条例につ

きましては道路交通法に基づく規則に対

して条例が成り立っておったんですが、今

回の条例につきましては道路運送車両法

施行規則に基づいて条例が策定されてお

ります。この変更内容と、この道路運送車

両法施行規則に変えていく理由はどうい

った理由かなということについてお聞か

せいただきたいと思います。 

 といいますのも、現行の規則におきまし

ては、条例第５条に示す規則で定める普通

自動車は次の各号に定めるということの

中で、今回改正される道路運送車両法施行

規則と同等の項目が既に施行規則の中で

うたわれております。冒頭、副市長から話

がありましたような中身を推察しますと、

こういったところでも十分内容が充足さ

れるんではないかなと思いますので、お聞

かせいただきたいと思います。 

 それと、今回の条例では第７条で利用料

金の減免がなされております。それから次

の利用料金の不還付、これも全て規則で定

める基準に従っております。ページをめく

っていきますと、第１６条の別表（第６条

関係）で、障害者の減免部分が全て削除さ

れておりまして、第７条の利用料金の減免

で、規則で定める基準に従いということに、

そこで全て網羅できるような規則になっ

てくると思うんですが、私はここの中で２

点質問していきたいのが、規則で定める基

準を見ますと、第７条で使用料の減免に関

しましては緊急自動車を駐車させる場合

は使用料の全額が減免になります。それか

ら第７条第３項では摂津市立男女共同参

画センター等々、職員が職務の必要上駐車

させる場合には減免になると。これについ

て現行ではこの条文もしくは規則で成り

立つと思うんですが、今後完全に民間主導

になってきて、経営努力の中で収益を上げ

ていきなさいというときに、こういった規

則というのはどういうふうに反映されて

いくのかお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 それと今回の条例、文言の変更だけと思

っておったら、第９条が追加されてるんで

すね。条例の第９条で指定管理者は偽りそ

の他不正の行為により云々の中で、不正を

起こした方については基準額の２倍に相

当する割り増し金、要は罰金を徴収するこ

とができるということで、指定管理者に対

する権利をそこに与えてるわけですね。 

 まず指定管理者にそういった権限を委

譲するのはいかがなものかという部分と、

もう１点、この２倍にするというその２倍

という基準はどこから出てきたのか。一般

でも不正で駐車した場合には罰金１万円

とかいろいろ書いておりますけど、この基

準というのはどこで定められてきたのか

お聞かせいただきたいと思います。 

 それと、その第９条が追加された中で、

それ以降で条ずれが起こっておりまして、

条ずれが起こった中でもともとの第１５

条の委任につきましても「必要な事項は、

規則で定める。」とされております。 
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 中身でその他の規則で、私はここで障害

者の方々の２分の１という部分が、この条

例の中では入っておりましたけども、使用

料が今度利用料に変わりますけども、障害

者の部分が全て外されております。この別

表のその下のほうに備考として、定期利用

により機械式の駐車場を利用する場合に

おける表の規定の適用については、同表中

２万円とあるのを１万５，０００円とする

というようなことでも、この障害者の減額

措置については記載すべきではないかと

思っておりますけども、この点についてお

聞かせいただきたいと思います。 

○渡辺慎吾委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時２６分 休憩） 

（午前１１時３１分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 副市長。 

○奥村副市長 それでは、三好義治委員の

ご質問の中で、かなり質問項目あるんです

が、それぞれ割り増し金、あるいは障害者

の減免等々につきまして、私のほうからち

ょっと総括的にお話をさせていただきた

いと思います。 

 自治体の事務は、それぞれ効果的な執行

のために民間団体などに業務委託するこ

とも最近多くなっております。ここで、業

務委託について、特に指定管理者制度につ

いて整理してご答弁申し上げたいと思い

ます。 

 通常、公の施設の管理業務には大きく四

つに分かれております。一つ目は物的な管

理。例えば施設の清掃、補修、点検等など

があります。 

 二つ目に、受付とか案内、講座やイベン

トなどの実施などの人的な管理が上げら

れます。 

 三つ目に、法的な管理。施設の使用許可

などがこれに含まれます。 

 四つ目に、その他の法的な事務であり、

使用料の徴収とかあるいは使用料の減免、

目的外使用許可、それに付随する使用料の

徴収減免等がございます。 

 このうち、物的な管理や人的な管理は法

律行為ではなく、事実行為と言われており

まして、ほかは法律行為、あるいは行政処

分というふうに言われております。この事

実行為の業務委託は、当事者双方の合意に

基づく法の根拠がなくても委託できる委

託の一般原則があり、民法上の契約を締結

することになります。 

 しかし、施設の使用許可の法的な管理に

ついては、法律の根拠がなければ民間に委

託することはできません。 

 そこで、平成１５年の地方自治法の一部

改正する法律によりまして、指定管理者制

度が制定されました。この指定管理者制度

によって、使用許可の事務、権限を委託、

委任することが可能となりました。このこ

とにより、使用許可などを含めて地方自治

法第２４４条で自治体が行うこととされ

ている公の施設の管理を丸ごと全部民間

団体等に委託できることが指定管理者制

度というふうに言われております。 

 先ほど説明いたしました、その他の法的

事務についてなんですが、具体的に使用料

の徴収とか使用料の減免とか目的外使用

許可、それに付随する使用料の徴収、減免

については、自治法第２４４条の公の施設

の管理の範疇には含まれておりませんの

で、指定管理者制度とは別に委託の根拠が

必要となってまいります。このうち、使用

料の徴収につきましては、公金徴収の委託

の地方自治法第２４３条、地方自治法施行

令第１５８条第１項第１号によって、指定

管理者に委託することはできます。 
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 しかし、使用料の減免や目的外使用許可

に関する事務については、指定管理者に委

託できる法律根拠がありませんので、委託

することはできません。特に、目的外使用

許可については、指定管理者制度というよ

うな制度ではなくて、行政財産の管理にお

ける制度となりますので、目的外使用許可

の申請書の受領や許可書の引き渡しなど、

許可の決定自体以外の事務であれば、指定

管理者である民間団体等に委託すること

はできます。 

 指定管理者制度のうちで、今回ご提案し

ております利用料金制度につきましては、

地方自治法第２４４条の２第８項の規定

によって、「指定管理者にその管理する公

の施設の利用に係る料金を当該指定管理

者の収入として収受させることができる」

とされております。このことで、委託の対

象から外れ、指定管理団体が自分の事務と

して扱うことになります。 

 しかし、先ほど説明いたしましたように、

使用料の減免、目的外使用許可は、地方自

治法第２４４条の公の施設の管理の範疇

には含まれませんので、指定管理者が自由

に、あるいは独自に設定することは法的に

許されておりません。摂津市が設定するこ

とになります。ご指摘の障害者減免につき

ましては、従来の考え方を踏襲することと

いたしており、その内容については規則で

規定することとしております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、私のほう

からは、収入に伴う納付金のご質問と、根

拠法令の関係についてのご質問にお答え

させていただきます。 

 平成２８年度の決算ベースでいきます

と、自転車駐車場の使用料自体はＪＲ千里

丘駅だとか、阪急摂津市駅、モノレール摂

津駅及び南摂津駅につきましては、５，４

８０万円ほどございます。また、自動車駐

車場について、モノレール摂津駅及び南摂

津駅につきましては、４２０万円ほどござ

います。自転車駐車場と自動車駐車場を合

わせますと、５，９００万円ほどが収入と

なっております。 

 また、委託料に関しましては、両方の施

設の委託料が約５，７７０万円程度となっ

ておりまして、差し引きしますと１２０万

円程度が公募施設における収益部分にな

ってまいります。そこにつきましては、現

在収益が上がっている分でございますの

で、市のほうに納付金額として公募の段階

で最低金額を設けまして、選定作業に入っ

ていきたいと考えております。 

 また、平成３１年度からは小川駐車場の

指定管理者も道路交通課の所管となって

まいります。あわせて公募していきまして、

そこの収益につきましては、平成２８年度

の決算でいきますと１４６万円ほど上が

っておりまして、あわせて２９０万円ほど

がトータル公募として出す分の収益は上

がってきます。そこから再指定に当たる施

設改修費等が発生した場合につきまして

は、差し引いた金額を市のほうへ納付する

格好で考えております。 

 また、フォルテ摂津に関しましても、同

じ利用料金制度をとりますが、収益として

は上がっておりませんので、納付としての

考えは今のところない状況でございます。 

次に、修繕についてお答えさせていただ

きます。 

 具体的な修繕の内容としましては、設備、

駐車場施設の照明だとか、あと場内に設置

しているネットフェンス、あるいは柵とか

ですね、そういったものが利用者のほうか
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ら当てられたりとか、修繕が発生した場合

には、そういった金額の範囲内であろうと

いう想定をしております。 

 また、自動車駐車場の根拠法令に関しま

しては、今回の条例改正に当たりまして、

他市の利用料金制度を導入している自治

体の条例を参考にしております。自動車の

種類及び区分方法では、道路運送法、道路

運送車両法によるものと、道路交通法によ

るものとがあります。自動車の検査や登録、

届けにつきましては、道路運送車両法によ

る分類であることから、今回道路交通法か

ら道路運送車両法に根拠法令を見直した

次第でございます。 

割り増し金の２倍の根拠につきまして

も、他市の条例の参考及び国の様式に２倍

という記述もございましたので、それを参

考にして記載させていただいております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 三好義治委員。 

○三好義治委員 ２回目の冒頭で副市長

から先にもう答弁いただいておったんで

すけど、私は全体的に見たときのこの条文

は、それは総務課のほうが法律に基づいて

作成しているということは理解していま

す。 

 しかしながら、利便性とか条例に基づく

サービス精神という部分でいけば、先ほど

の障害者の部分につきましては、一般利用

者の２分の１になるということが現在で

も金額で記載はされておりますけど、これ

を要は条例の第７条でもう全て規則に明

記しますというのは、少し荒っぽいん違う

かと。条例の中で明記していくのが本来や

っぱり一般利用者と障害者の利用者の料

金というのは比較対象で、我々もすごくわ

かりやすいやろというようなことを言う

てるんですね。全て第７条で記載されてな

いものは全て規則に明記すると。現行の規

則の中には、そういった料金なんか一切書

いてないんですね。規則で大事なのは、そ

の車両幅とか法律に記載されてない部分、

それから申請用紙、そういうことは今規則

の中で明記されているんですよ。根本的な

料金とか利用時間とかいう部分は、本来や

っぱり条例で定めとくのが僕は適切やと。

じゃあ今ここでこの条例だけ見て、一般で

は２４時間３６５日の中で自動車をとめ

た場合に、１，０００円で行いますという

たら、民間と高い安い比較できるけど、こ

の障害者の分どうなるんですかいうたら、

現行では２分の１ぐらいで考えています

けど、後ほどまた示しますと言われてもね、

従来まで乗っとったんですよ。それが何で

今回外さなければならないことになって

いるのかということが、疑問が払拭できま

せん。それをちょっと教えていただけます

かね。 

 今回、トータル的に考えると、この条例

が策定されて、次に今度規則でまた細部に

わたってつくられて、それに基づいて指定

管理者の公募を行うための要綱が作成さ

れて、きょう議論をされている分がそこで

網羅されてくると。その中で、先ほど、５，

９００万円の収入の中で、委託料が５，７

７０万円で、１２０万円ぐらいが、公共施

設における収益部分になっていると。使用

料は５，９００万円あるんですね。ほんで、

本来現行においてでも経営努力を行政が

行っとけば、委託金額がもっと減らせて、

利益ももっと上がってきているのではな

いんかと勘ぐるわけなんですよ。今回、従

来から指定管理者制度をやっている中で、

摂津市の収益より、今回の完全委託をやっ

た場合に、その１２０万円か１３０万円を

もう事前に固定額としてもらうんですね。
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何ぼか渡した部分の中で、利益を上げてく

ださいよいうて、経営努力の中でやる、こ

ういう仕組みなんですね。なら、今でも委

託料を抑えながらやっとったら経営努力

をやってくれないん違うかと。僕らはもう

一個だけ気をつけなあかんのは、余りにも

厳しい契約条件にしたときに、赤字が発生

したときに次どうしていくんやというこ

ともやっぱり考えなあかん。これは指定管

理者の要綱の中でもまた質問しますけど

ね、きょうは条例ですからそこまで立ち入

ってはいけませんが、ただ指定管理者制度、

民間の経営努力に移行していくための条

例なので、こういったことを今聞かせてい

ただいているんですよ。 

 だから、実際に見込みとしては永田課長

が言ってたのは５，９００万円の、委託料

５，７７０万円で、収益５，９００万円で、

摂津市に１２０万円ほど上がってきて、そ

こにまだ利益が１４６万円ほど上がって

るんで、トータル２９０万円ほどは今利益

として上がってるという数値なんですね。

実際に今度移行していくとなれば、１５０

万円ぐらいは利益が上がるやろう、それ以

上に利益が上がるやろうということの中

で、民間にお願いしていくと。そのために

こういう条例をつくっていくということ

でね、先ほど、これについては今の概要だ

け、もし答えていただくんやったら教えて

いただきたいと思います。 

 それから、先ほど僕が質問している中で、

もう一回確認しますね。障害者の部分につ

いて、第７条で全て規則に定めるというこ

とをしなければならないんかいうのがど

うも解せないんですね。これまでの規則と

いうのは、そんなに金額のことなんか一切

書いてないんですよ、ずっと見ててね。こ

れを再度お答えいただきたいのと、僕が気

になるのは、今の改正条例、今の条例は最

終変わったのが平成２４年、平成２６年４

月１日に改正されているんです。それ以降、

条例は改正されてないです。しかしながら、

規則につきましては、たび重なる改正の中

で、それ以降ですね、平成２６年の４月１

日に同じく改正されております。それ以降、

平成２７年４月１日、平成２８年４月１日

に改正されているんですね。我々全く見え

てないです、どの部分が改正されているか。

多分、それにつきましては、申請書とかこ

ういうふうな手続関係が変わってでも、こ

れは規則の改正になりますけど、たださっ

き冒頭申し上げましたように、障害者の、

今回は利用料、こういったことが規則で定

められた場合に、我々が知らないうちにど

ういうふうな金額の変更になっているか、

利用形態がどうなっているか全く見えな

いんですよ。だから、そういったことにつ

いて、危惧をいたします。それも今度民間

への、民間委託やからもうちょっと、もう

一回言いますけど、指定管理者制度の入札

のときの要綱の中にはもっと盛り込まれ

てると思いますけど、それについてお聞か

せいただきたいと思います。 

 それと、第９条の条文が追加されて、そ

の２倍というのは他市と比較というより

も、金額が僕は２倍だろうが３倍だろうが

他市と比較しながら、それから近隣と比較

しながらやっていただいたらいいんです

けど、民間に委託した場合に、これの執行

権は今度の民間事業者になりますよね。そ

れに対する権限移譲というのは、その辺が

市民はやっぱり指定管理者制度といって

も行政やんかと、こういう見方してくるん

ですね。その分の中で、権限移譲をそこま

でこの条例で書いて、指定管理者の方々に

ね、これで行いなさいというのが適切なの
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か、それこそ指定管理者が任意でそういう

ような不正行為があった場合にはやりま

すということのほうが、僕は適切で、これ

こそ規則のほうに盛り込むべきではない

んかなというように思いますけどもね。こ

ういったことをちょっとお聞かせ願えれ

ば。 

 さっきそれと永田課長ね、駐車場で３０

万円未満で発生する修繕料はどんな類や

いうたら、それはフェンスをぶつけたとか

どうのこうのいうたらね、これは相手に対

して損害賠償で請求できる額やから、こう

いう類とはまた別のもんやと思うんです

よ。機械器具の部分と言うてるんではない

かなと思うんでね。この点については、今

後検討していただいたらええけど、前段の

部分についてご答弁をお願いしたいと思

います。 

○渡辺慎吾委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、障害者の

減免についてのご質問からお答えさせて

いただきます。 

 減免制度につきましては、継続する方向

で考えておりまして、その上で障害者の利

用料金につきましては、これまでのサービ

スを維持するために、一般の方の利用料金

の半額の金額にする必要性があります。こ

の場合において、障害者の利用料金の上限

を条例で定めてしまいますと、その上限の

範囲の中で、範囲内で指定管理者が金額を

定めることができてしまうこととなりま

して、必ずしも一般の方の利用料金の半額

になるとは限らなくなります。今回の条例

改正においては、指定管理者は規則で定め

る基準に従い、利用料金を減免することが

できるとの規定を設け、その基準の中で障

害者の方については一般の方の半額にす

ると規定することにより、これまでのサー

ビスを維持することができると考えてお

ります。 

 また、規則で減免の基準を定めることに

つきましては、自動車におきましては、自

動車駐車場条例施行規則については、それ

でその減免に関する規定が定められてお

ります。今回、利用料金に関する障害者減

免の具体的な規則についても、規則のほう

で定めていくことを想定しているところ

でございます。 

 自転車駐車場につきましても、これまで

条例に減免の規定がなかったことから、新

たに条例で減免に関する規定を設け、その

減免の基準について自動車駐車場と同様

に規則で定めることを想定しているとこ

ろでございます。減免の規定については、

その基準を規則で定めることとすること

により、今後の社会情勢の変化に迅速に対

応できると考えており、これにより市民へ

の対応も柔軟に行うことができるのでは

ないかと考えております。 

 それから、割り増し金の２倍についてで

ございますが、利用料金制度になりますと、

民事上の契約となってきますので、不正防

止も込めて条例のほうに、他市の条例だと

か国の基準、様式ですね、に記載のとおり

の２倍という形で考えておりまして、この

裁量権につきましては、利用料金制度にな

ることで指定管理者のほうの裁量となり

ますので、指定管理者による不正の対応と

いう形になってこようかと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 副市長。 

○奥村副市長 それでは、ちょっと補足答

弁させていただきたいと思います。 

 ちょっと先ほど指定管理者制度におけ

る利用料金減免制度等々で、総括的にご答
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弁させていただきましたが、もう少し追加

答弁をさせていただきたいと思います。 

 先ほど言いましたように、事実行為に対

するいわゆる業務委託、それから指定管理

者制度というのは、法律的にいわゆる根拠

があるのかないのか、ここによって大いに

分かれてきます。いわゆる先ほど言いまし

たように、使用料金の減額とか、あるいは

目的外使用等々につきましては、指定管理

者に一切権限は与えられておりません。通

常、先ほど事実行為に対する契約と言いま

したけれども、例えば清掃とか点検とか、

こういうような分はそれぞれ民法上の契

約に基づいてそれぞれ双方がその契約を

遵守するということになるんですが、この

指定管理者制度につきましては、行政が指

定という行政処分を行うものでございま

す。つまり、相手方に違反がある場合には、

一方的に解除ができるという制度が、この

指定管理者制度でございます。通常の業務

の契約にいきますと、それぞれ反論があっ

て、契約に違反していないとかそういうよ

うな形で意見が対立します。その解決はや

はり裁判所に訴えて、その判断を待って契

約解除ということになるんですが、この指

定管理者制度につきましては、行政の意思

で解除することができます。ここが大いに

違うところかなと私どもは思っておりま

す。 

 それぞれ、条文の分につきまして疑義の

あるところでございますが、先ほど、最初

に答弁させていただきましたように、法規

は法規なりのいわゆる他の条例や他の規

則との整合性、あるいは統一性をもってそ

れぞれ修正してるところでございます。ま

だまだ修正、統一には至っておりませんが、

今後につきましては条例、規則については

しっかり見直ししながら、より適切な表記、

表現をしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５８分 休憩） 

（午前１１時５９分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 三好義治委員。 

○三好義治委員 法律に基づいて条例を

作成し、条例に基づいてまた規則もつくっ

ていくというのはね、これはもう我々も十

分理解した上で質問をしている経緯だけ

は理解をお願いしたいというように思う

んですよ。今後お願いしときたいのは、こ

の条例ができて、次規則ができたときは、

やっぱり市民に相当影響してくるんで、規

則ができた段階で委員長、全員にちょっと

配っていただくのと、それとやっぱり初め

ての取り組みの収益性の上がる、要は民間

への指定管理者制度ですから、これについ

てでも要綱ができた段階で、我々委員にも

ちょっと見せていただくようにお願いし

ときたいと、こういったことを要望して質

問を終わりたいと思います。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 ないようでしたら、以

上で質疑を終わります。 

 次に、議案第４８号の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 土井建設部長。 

○土井建設部長 議案第４８号、摂津市立

自転車駐車場条例の一部を改正する条例

制定の件につきまして、補足説明をさせて

いただきます。 

 議案参考資料条例関係の５６ページか

ら６３ページもあわせてご参照願います。 

 本件は、議案第４７号の自動車駐車場条
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例と同様に、摂津市立自転車駐車場の指定

管理者を平成３１年４月に再指定するに

当たり、指定管理者導入に関する指針に基

づき、利用料金制度を導入し、利用料金を

指定管理者の収入とさせるため、本条例を

制定するものであります。 

 改正の主な内容といたしましては、第１

条では第６条で駐車できる車両の種類は

指定管理者が定めるものとしております

ことから、表より削除しております。 

 第５条の供用日等につきましては、指定

管理者があらかじめ市長の承認を得て定

めるものとしており、供用日を１月１日か

ら１２月３１日まで、供用時間を午前０時

から午後１２時までとしております。 

 第７条の利用料金につきましては、「利

用料金は、別表に定める額の範囲内におい

て、指定管理者があらかじめ市長の承認を

得て定めるもの」としており、また「利用

料金を当該指定管理者の収入として収受

させる。」ものとしております。 

 なお、別表につきましては、上限額のみ

の記載となり、障害者に対する利用料金が

削除となっておりますが、第８条に「指定

管理者は、規則で定める基準に従い、利用

料金を減額し、又は免除することができ

る。」と記載しておりますことから、今後

変更を予定しております施行規則に現行

条例と同様の減免内容を記載してまいり

ます。 

 第１０条の割り増し金につきましては、

不正行為により利用料金の支払いを免れ

た者に対し、割り増し金を徴収することが

できる旨を追加しております。 

 以上、摂津市立自転車駐車場条例の一部

を改正する条例制定の件の補足説明とさ

せていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 三好義治委員。 

○三好義治委員 全体像につきましては、

先ほども自動車駐車場条例の中で質問も

してるんで、１点だけね、自転車について

は学生の定期割引はあるんですけど、原動

機付自転車について、一般と学生の区分が

なくて、原動機付自転車だけになってるん

ですね。今、国の動きといたしましては、

人口ビジョン分も含めて少子高齢化対策、

それから就学支援等々を考えていったと

きに、やっぱり学生までも含めていろんな

制度を今構築していってるのが、今世の中

の流れなんですね。原動機付自転車につい

ては、今一般と同じようにはしてますけど、

この辺についての考え方についてお聞か

せいただきたいというように思います。 

○渡辺慎吾委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、学生の原

動機付自転車の料金設定についてのご質

問にお答えさせていただきます。 

 自転車駐車場施設におきましては、自転

車と原動機付自転車が共有した形で、施設

の配置を決めております。自転車に関しま

しては、駅利用者の方々が利用する施設と

して多くの自転車利用者が利用されてい

る状況でありまして、過去においても条例

を一度改正しておりまして、原動機付自転

車を一般と同額にした経緯もございます。

そのときは、やはり自転車の収容台数の確

保というのが一つの理由であったかと聞

いております。今回は、現状自転車駐車場

につきましてその場所、収納場所が不足し

ているという状況もあり、なかなか原動機

付自転車の料金を学生の料金設定にする

ことで、施設を利用する方がふえるという

ようなことが発生する可能性もございま

す。そのあたりは、今後規則の中で市長が
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認める場合、市長が定める額というような

明記も規則で定めていこうと考えており

まして、指定管理者の現行の利用状況によ

る提案があった場合に、審査して判断して

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 三好義治委員。 

○三好義治委員 前向きな答弁をいただ

いてるんですけど、条例第８条で、指定管

理者は規定できる基準に従い、利用料金を

減額し、または免除ができることになって

いるので、これは指定管理者やから、永田

課長が答弁してる部分でいけば、ちょっと

矛盾する部分はあるけども、この辺はさっ

きは第７条でしたけど、今度は第８条で、

規則で定められるんで、来年４月ですから

十分検討していただくことを要望してお

きたいと思います。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 質問ありませんか、ほ

かに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 以上で質問を終わり

ます。 

 暫時休憩いたします。 

（午後０時５分 休憩） 

（午後０時６分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 議案第３７号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○渡辺慎吾委員長 全員賛成。よって、本

件は可決すべきものと決定しました。 

 議案第４３号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○渡辺慎吾委員長 全員賛成。よって、本

件は可決すべきものと決定しました。 

 議案第４７号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○渡辺慎吾委員長 全員賛成。よって、本

件は可決すべきものと決定しました。 

 議案第４８号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○渡辺慎吾委員長 全員賛成。よって、本

件は可決すべきものと決定しました。 

 議案第５２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○渡辺慎吾委員長 全員賛成。よって、本

件は可決すべきものと決定しました。 

 これで本委員会を閉会いたします。 

（午後０時８分 閉会） 
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